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沖縄県グリーン購入基本方針

１ 目的

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」第10条に規定

する環境負荷の低減に資する物品又は役務（以下「環境物品等」という。）の調達の推進を

図るための方針を策定するにあたって、本県における環境物品等の調達に係る基本方針（沖

縄県グリーン購入基本方針）を定める。

２ 対象範囲

知事部局、企業局、病院事業局、議会事務局、教育庁、警察本部、監査委員事務局、人

事委員会事務局及び労働委員会事務局とする。

３ 基本的な考え方

（１）県が、環境物品等の優先的な調達に率先して取り組むことにより、環境物品等の市場

の形成や開発の促進に寄与し、地域経済における環境物品等への需要の転換を促して、

環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目指すものとする。

（２）物品等の調達に当たっては、まず調達の必要性と適正な調達数量について十分検討し、

従来考慮されてきた価格や品質に加え、環境保全の観点から次のような環境負荷の低減

に配慮した物品等を調達することとする。

①環境汚染物質の使用や放出が削減されていること。

②省資源や省エネルギー設計となっていること。

③長期間の使用や部品等の再使用が可能であること。

④有効な再生利用が可能であること。

⑤廃棄時の処理・処分が容易になるような配慮がなされていること。

（３）公共工事については、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コ

スト等に留意しつつ、環境負荷の少ない資材、建設機械若しくは工法を使用し、又は目

的物を構築する公共工事の調達を推進することとする。

４ 推進方法

（１）特定調達品目及び調達目標

環境部長は、この方針に則して重点的に調達を推進する環境物品等（以下、「特定調達

品目」という。）の種類及び調達目標等を定めた「沖縄県グリーン購入調達方針」（以下、

「調達方針」という。）を毎年度作成するものとする。

（２）各機関におけるグリーン購入調達の実施

各機関は、調達方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行う。

（３）調達実績の取りまとめ、点検、公表

毎年度の特定調達品目に係る調達実績の取りまとめ等については、「沖縄県環境保全率

先実行計画」の定めるところによる。

附 則

この方針は、平成１９年１月１７日から施行する。

附 則

この方針は、平成２４年１月２５日から施行する。
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附 則

この方針は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則

この方針は、平成２７年４月１日から施行する。


